
みんなが暮らしよい環境をつくっていくためには、その地域に住む人、働く人、学ぶ人など、地域に関わるみんなの力が

欠かせません。そこで環境づくりの輪を広げるための場として、「城陽環境パートナーシップ会議」が設立されました。 

自然観察会や省エネ診断の実施など、会員一人ひとりが主体となって、身近にできる取組を実施しています。 

環境づくりの主役は市民のみなさん一人ひとりです。まず、できることから始めてみませんか。楽しく活動の輪を広げま

しょう。多くのご参加をお待ちしています。 

できることからはじめよう  環境にいいことひとつずつ 

 

   

  

あんなことやこんなこと、一緒に活動しませんか！ 

自然とともにみんなでつくる未来の城陽 
城陽環境パートナーシップ会議 



 
 
 
 
Ｑ．城陽環境パートナーシップ会議って何ですか？ 

Ａ．市・市民・市民団体・事業者が協力して環境基本計画を推進し、より良い環境づくりを進めるための「市民

参加・交流の場」となるものです。 

 

Ｑ．環境基本計画って何ですか？ 

Ａ．この計画は、環境基本条例に基づく環境の保全・創造に向けた施策を、将来にわたって総合的・計画的に

推進するための指針として、市民参加により策定したものです。 

 

Ｑ．どのような活動をするのですか？ 

Ａ．団体には、生活・自然部会と循環・地球環境部会の 2 つの部会があり、生活・自然部会では「自然観察会」

「エコ料理教室」「花いっぱい運動」「菜の花プロジェクト」などを、循環・地球環境部会では「環境出前講座」

「エコバスツアー」「省エネ診断・省エネ相談」などを、全体では「城陽市環境フォーラム」をメインに開催しており

ます。 

いずれも市民の皆さんに、身近にできることから取り組める環境活動の紹介・啓発、また環境活動の実践をお

こなっています。 

 

Ｑ．会員の種類は？ 

Ａ．個人会員＝市民、市内への通勤・通学者・環境に関心のある人 

団体会員＝市内で活動する団体及び法人 

賛助会員＝本会の趣旨に賛同し、活動を支援する個人・団体及び法人 

 

Ｑ．会費は？  

Ａ．個人会員・団体会員については無料です。 

賛助会員については活動資金として年額１口 20,000円の会費を募ります。 

 

Ｑ．会員の特典は？ 

Ａ．会員になると次のような特典があります。 

・会員証が発行されます。 

・主催行事に優先的な参加ができます。 

・交流会や学習会に参加できます。 

・会員同士のつながりやネットワークができます。 

・賛助会員になっていただいた方々のＰＲを年４回発行している会員通信に掲載します。 

 

Ｑ．参加人数に制限はあるのですか？ 

Ａ．できるだけ多くの市民の皆さんに参加していただくことを目的としていますので、参加人数に制限はありません。 

 

Ｑ．活動資金は？ 

Ａ．賛助会員の会費、寄付金及びその他の収入が活動資金となります。  

 

Ｑ．入会の方法は？ 

Ａ．入会申込書に必要事項を記入し、事務局にお申込みください。 

 

 

 

 

 

－お問い合わせ－   城陽環境パートナーシップ会議  事務局（城陽市環境課）    
〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口 16番地、17番地 TEL0774(56)4061／FAX0774(56)3999 



城陽環境パートナーシップ会議 入会申込書 

会員種別 □個人会員    □団体会員    □賛助会員 

住  所 

(所在地) 

〒 

 

 

氏名・代表者名 
(生年月日 M・T・S・H   年  月  日) 

団体名・事業所名 
 

電話番号 
 

ＦＡＸ番号 
 

Ｅ－Ｍail 
※今後のお知らせをメールで行ってよろしいか（□はい・□いいえ） 

 

－活動を希望される分野－ 
＜記入方法＞ 

パートナーシップ会議で活動を希望される分野、関心をお持ちの分野があれば、□にチェックをし

てください（複数可） 

 
環境ビジョン 主な取組内容 

□ パートナーシップ 
・市民と環境との関わり合いの向上 

・パートナーシップによる環境活動のネットワーク化 

□ 生 活 
・水に親しめる環境の保全 

・健康・安全の推進 

□ 自 然 
・多様な動植物の生息・生育環境や生態系の保全・創造 

・身近な自然環境の再生・保全 

□ 地球環境 
・市民生活や社会経済活動における低炭素化の推進 

・ 地球環境保全に関する学習・啓発活動の推進 

□ 循 環 ・循環型社会に関する学習・啓発活動の推進 

 

 

 

（受付印） 

会員№          


